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組織の概要①

１．事業者名及び代表者名

有限会社熊王産業

代表取締役　熊王紀夫

２．所在地

静岡県富士市五貫島891番地

３．会社履歴

法人設立　2000年8月 資本金　1000万円 事業年度　当年8月～翌年7月

４．環境管理の責任者及び担当者氏名、連絡先

環境管理責任者：　代表取締役　熊王紀夫

担当者　　　　　　：　取締役　　　　熊王亜佐子　

連絡先　　　　　　：　TEL0545-64-4162

５．事業の概要

・一般廃棄物収集運搬及び中間処理業

・産業廃棄物収集運搬及び処分業

・一般貨物自動車運送業

６．事業の規模（事業年度：当年8月～翌年7月）

単位 2020年度 2021年度 2022年度

万円 32,551 32,880 32,480

ｔ 1,600 1,552 1,480

ｔ 47

ｔ 10,403 5,688 2,109

ｔ 1,300 1,222 1,376

人 21 22 22

ｍ2 2,733 2,733 2,733

受託した廃棄物処理量実績【2022年 8月～2023年 7月】
収集運搬量

（ｔ）

中間処理量

(t)

中間処理後の

再資源化量(t)
1480 47

燃えがら 152.22

汚泥 8.72

628.53 614.25 567.43

16.79 16.82 13.32

506.29 410.91 408.58

0.54 0.54 0.54

動植物性残さ 17.60

190.46 132.69 126.96

118.87 107.09 0.36

326.33 92.32 20.12

3.02

0.98

蛍光灯 1.19

乾電池 0.04

廃油 0.66

石綿含有産業廃棄物 137.20

７．レポートの運用期間及び発行日

運用期間（2022年8月1日～2023年7月31日）

発行日（2023年10月30日）

８．対象範囲（認証・登録範囲）
対象活動：一般廃棄物収集運搬及び中間処理業　　産業廃棄物収集運搬及び中間処理業、一般貨物自動車運送業

対象組織：本社・中間処分場（全組織・全活動）

再資源化率

(%)

83%
繊維くず

がれき類

従業員数

金属くず
ガラスくず・コンクリートくず

及び陶磁器くず

廃プラスチック類

紙くず
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業
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棄

物

木くず

延床面積

廃棄物等種類

混合廃棄物

一般廃棄物

廃電気機械器具

組 織 の 概 要

売上高

一般廃棄物収集運搬

産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物中間処理

処理

実績

一般廃棄物中間処理
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組織の概要②

８． 許可の内容

許可区域 許可番号 許可年月日 許可有効年月日

富士市 第1-1-06号 令和4年4月1日 令和6年3月31日

富士宮市 富生許第16号 令和4年4月1日 令和6年3月31日

静岡市 第10062号 令和4年4月1日 令和6年3月31日

＜廃棄物処理フロー＞

計量

許可区域 許可番号 許可年月日 許可有効年月日

富士市 第1-4-04号 令和5年2月1日 令和6年3月31日

静岡県 02201034549 令和2年9月29日 令和7年9月28日 無 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

神奈川県 01405034549 令和5年4月5日 令和10年3月6日 無 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

千葉県 01200034549 令和5年9月7日 令和10年8月11日 無 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東京都 13-00-034549 令和5年7月26日 令和10年7月25日 無 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山梨県 01900034549 令和5年6月28日 令和10年6月27日 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長野県 2009034549 令和3年8月12日 令和8年8月11日 無 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛知県 02300034549 令和2年6月24日 令和7年6月23日 無 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三重県 02400034549 令和2年6月29日 令和7年6月28日 無 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

埼玉県 01100034549 令和3年6月25日 令和8年6月24日 無 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和5年6月30日 令和12年6月29日 ○

令和5年6月30日 令和12年6月29日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和5年6月30日 令和12年6月29日 ○
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一般廃棄物中間処理業
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事業の範囲
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一般廃棄物

収集運搬
行政引渡し

圧縮梱包

破砕

産業廃棄物処分業

許可区域 許可番号 許可年月日 許可有効年月日

廃棄物の種類

汚

泥

産業廃棄物収集運搬業

金
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積

替

保

管

業務の内容 取扱一般廃棄物の種類

家庭系廃棄物・事業系一般廃棄物収集・運搬

収集・運搬 事業系及び家庭系一般廃棄物

収集運搬
事業系一般廃棄物、多量一般家庭ごみ及び特定家

庭用機器再商品化法対象物

中間処理 家庭系廃棄物・事業系一般廃棄物

業務の内容 取扱一般廃棄物の種類
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組織の概要③

９．

パッカー車 10台

コンテナ専用車   8台

ヒアブ車 　2台

ダンプ/その他　      　6台     　合計　26台

10． 処理施設

破砕機 1基 圧縮梱包機 1基

破砕機 1基 ⇒　破砕機は一般廃棄物と共用

減容機 1基

＜施設の種類、一般廃棄物・産業廃棄物の種類及び処理能力＞

施設の種類

　圧縮梱包施設 廃プラスチック類  　                 　　 82.47 t/日（8時間）

　破砕施設 廃プラスチック類　                    　  4.60 t/日（8時間）

金属くず        　　　　　　             　　  4.34 t/日（8時間）

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず    3.85 t/日（8時間）

がれき類　  　　　　　　　　　　　　　　　  4.58 t/日（8時間）

紙くず　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  4.42 t/日（8時間）

木くず         　　                      　     4.41 t/日（8時間）

繊維くず                       　　　  　      3.41 t/日（8時間）

　溶融固化施設 廃プラスチック類 (発泡スチロールに限る) 　                 　　 0.14 t/日（8時間）

＜一般廃棄物処理フロー＞

一般廃棄物　受入

(一般・自社・他社)
計量

中間処理

(自社)
破砕

最終処分

(委託処理)

再生資源(有価)
再生資源

(委託処理・有価)

＜産業廃棄物処理フロー＞

産業廃棄物　受入

(自社・他社)
計量

中間処理

(自社)

最終処分

(委託処理)

再生資源(有価)
再生資源

(委託処理・有価)

＜処理工程図＞

圧縮梱包 最終処分場

破砕

中間処理施設

廃プラ 溶融固化

金属くず

ガラ・コン陶 破砕 再資源化

がれき類

木くず 最終処分場

紙くず

繊維くず 中間処理施設

破砕 最終処分場

破砕 中間処理施設

破砕 最終処分場

破砕 中間処理施設

紙くず

繊維くず

受入

がれき類

木くず

登録車両

一般廃棄物・産業廃棄物の種類及び処理能力

廃プラスチック類

金属くず

ガラス・コンクリート　　及び

陶磁器くず
破砕

収集運搬業者

確認　計量

廃プラスチック類

廃プラスチック類

(産業廃棄物と一

般廃棄物と共用)

一般廃棄物 産業廃棄物
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１ ． 環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。

２ ． 使用電力や車輌燃料等の省エネルギーを推進し、二酸化炭素排出量の削減に努めます。

３ ． 自社の廃棄物の削減や受託廃棄物の再資源化に努めます。

４ ． 水の適正な利用及び節水を推進し、水使用量の削減に努めます。

５ ． 洗浄剤や殺菌剤などを使用する際は、適正管理に努めます。

６ ． 働きがいのある職場づくりを目指します。

７ ． 地域や関係団体の環境活動に積極的に参加します。

制定日：2020年8月1日

有限会社熊王産業

代表取締役　　　　熊 王  紀 夫

環 境 経 営 方 針

＜環境経営理念＞

　本業である廃棄物の収集運搬・中間処理を通じて、地球温暖化問題への取り組みや地域

の環境課題の解決に向けた活動に自主的・積極的に取り組みます。

　地球環境に配慮した安全走行により運搬を行い、自社の消費するエネルギーの削減を目指

していくことが当社の一番の環境対策と考えて、従業員一丸となって継続的に持続可能な社

会の実現に向け改善活動に取り組んでまいります。

＜環境保全への行動指針＞

４



環境経営組織図及び役割・責任・権限表

統括責任

① 環境経営全般に対しての責任と権限
② 環境経営方針の作成と社員への周知
③ 環境管理責任者の任命
④ 実施体制の構築
⑤ 経営における課題とチャンスを整理し、明確にする
⑥ 全体の評価と見直し、指示
⑦ 効率的な実施体制の構築と全従業員への周知

環境に関する実行責任者

① 環境経営活動の推進

② 環境経営目標及び環境経営計画の作成・審議

③ 環境経営推進会議の実施

① 各部門のデータのまとめ
② 環境経営計画の予実績管理
③ 環境負荷・環境への取組みの自己チェックの実施
④ 環境管理責任者補佐
⑤ 環境関連法規制等最新版管理
⑥ 環境上の緊急事態の想定と対応策の作成。全体での試行・訓練の実施
⑦ 文書・記録の管理

① 環境経営方針の理解と環境への取組の重要性を自覚
② 自主的・積極的に環境活動へ参加
② 月別部門データの集計
③ 問題点の把握と是正の実施
④ 推進会議の出席
⑤ 従業員教育

EA-21活動事務局

熊王　亜佐子

全　従　業　員

事務部門収集・運搬部門
本社工場部門

(中間処理)

熊王　紀夫

対象範囲：全組織・全活動

実 施 体 制

熊王　紀夫

環境管理責任者

経営責任者

（代表取締役）

（代表取締役）

５



１．運用期間（2022年8月～2023年7月）の環境目標

基準年度

2021年度

2021年8月

～

2022年7月

基準値 目標削減率 目標値

㎏-CO2 345,739 -2％ 338,824

購入電力 kwｈ 17,691 -2％ 17,337

ガソリン L 4,590 -2％ 4,498

軽油 L 136,759 -2％ 134,024

ＬＰガス ｋｇ 25.7 -2％ 25.2

ｔ 1,206 -2％ 1,182

％ 78% 78%

ｋｇ 480 実績把握

ｔ 1,093 +1％ 1,104

ｍ3 391 -2% 387

排出事業者への分別指導 件 4 現状把握

＜備考＞

　　　　基準年度　　　

2021年度 2023年度 2024年度 2025年度

2021年8月

～

2022年7月

2023年8月

～

2024年7月

2024年8月

～

2025年7月

2025年8月

～

2026年7月

㎏-CO2 345,739 -3％ -4％ -5％

購入電力 kｗｈ 17,691 -3％ -4％ -5％

ガソリン L 4,590 -3％ -4％ -5％

軽油 L 136,759 -3％ -4％ -5％

ＬＰガス ㎏ 25.7 -3％ -4％ -5％

ｔ 1,206.0 -3％ -4％ -4％

％ 0.78 62％ 63％ 64％

ｋｇ 480 実績把握 実績把握 実績把握

ｔ 1093 +1％ +2％ +3％

㎥ 391 -1％ -2％ -3％

排出事業者への分別指導 件 4 現状把握 現状把握 現状把握

＜備考＞

環 境 経 営 目 標

「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、基準年度の㈱ハルエネの調整後の排出係数である0.395(kg-CO2/kWh)を使用した。

目標年度

内訳

二酸化炭素排出量

一般廃棄物排出量

水使用量

産業廃棄物排出量

産業廃棄物リサイクル率

一般廃棄物排出量

再生資源の回収・収集

水使用量

再生資源の回収・収集

産業廃棄物リサイクル率

項目 単位

「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、基準年度の㈱ハルエネの調整後の排出係数である0.395(kg-CO2/kWh)を使用した。

産業廃棄物排出量

内訳

運用期間

単位

２．中長期の環境目標

項目

二酸化炭素排出量

2022年8月

～

2023年7月

2022年度

６



環境経営目標の実績・取組結果並びに次年度の環境経営目標①

①運用期間（2022年8月～2023年7月）の実績

目標

削減率
目標値 実績値

実績

削減率
評価

-2％ 338,824 250,303 -28% 〇

購入電力 -2％ 17,337 17,853 +1% ×

ガソリン -2％ 4,498 5,668 +23% ×

軽油 -2％ 134,024 99,206 -27% 〇

LPガス -2％ 25.2 25.1 -2% 〇

-2％ 1,182 1,376 +14% ×

+1％ 79% 83% +5％ 〇

実績把握 480 〇

+1％ 1,104 1,091 ×

-2% 383 735 +188% ×
排出事業者への分別指導 現状把握 1 〇

＜備考＞

基準年度の「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、㈱ハルエネの調整後の排出係数である0.395(kg-CO2/kWh)を使用した。

一般廃棄物排出量は少量で削減困難なので実績把握とする。

391

一般廃棄物排出量

ｔ

1,206

環境経営目標の実績・取組結果

項目

基準年度

2021年8月

～

2022年7月

基準値

運用期間

単位 2022年8月～2023年7月

2021年度 2022年度

二酸化炭素

17,691

㎏-CO2 345,739

内訳

L

kwｈ

ｋｇ

L 4,590

実績値についての「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、㈱ハルエネの調整後の排出係数である0.466(kg-CO2/kWh)を使用した。

136,759

産業廃棄物排出量

ｍ3

再生資源の回収・収集 1,093

78%

ｔ

％

25.7

水使用量

4

480

産業廃棄物リサイクル率

ｋｇ

件

７



環境経営目標の実績・取組結果並びに次年度の環境経営目標②

＜項 目 別 評 価＞

評価 〇

2019 2020 2021 2022

331,968 399,195 345,739 250,302

評価 ×

2019 2020 2021 2022

14,533 17,972 17,691 17,853

評価 ×

2019 2020 2021 2022

1,880 1,790 4,590 5,668

評価 〇

2019 2020 2021 2022

124,112 149,598 136,759 99,206

評価 〇

2019 2020 2021 2022

9.7 10.3 12.4 12.1

評価 ×

2019 2020 2021 2022

827 861 781 1,469

×

〇

〇

×

〇

〇

グリーン購入の推進

評価

当社の二酸化炭素排出量の大部分を占める軽油の使用量

が減少したため、目標達成となりました。

次年度も、環境に配慮した型式の車両購入やエコドライブの

実施により排出量減少に努めます。

二

酸

化

炭

素

排

出

量

集計年度

㎏-CO2

購

入

電

力

軽

油

ガ

ソ

リ

ン

集計年度

Ｌ

産業廃棄物排出量

の削減

評価

集計年度

ｋＷｈ

集計年度

Ｌ

水

道

水

集計年度

ｍ3

Ｌ

Ｐ

ガ

ス

集計年度

ｍ3

評価

評価

評価

評価

産業廃棄物
リサイクル率の向上

一般廃棄物排出量の
削減

再生資源の回収・収集

排出事業者への

分別指導

気温の高い日が多く、業務の効率化を優先し空調を調節、また引き続

き感染症防止のため、換気を積極的に行ったため、エアコン使用量が増

加しました。

しかし、破砕機の刃の入替えにより処理効率が上がり、中間処理量が

増加し稼働時間は長くなったが、動力の節電につながりました。

次年度も、エアコン温度の設定、使用期間、処理施設の管理を行い、

フォークリフト使用作業の増加により購入頻度、使用量ともに増加しまし

た。また、販路拡大の営業活動に力を入れたため、営業車の使用が増

加しガソリンの購入が増えました。

次年度も、フォークリフト作業に気を付けながら、営業車のエコドライブに

努めます。

今期は近距離の回収が多く、軽油の使用削減となりました。また、回収

ルートの見直し、ドライブ評価付きドライブレコーダーの導入により、エコド

ライブに注意しながらの業務を行うことができました。

次年度も、交通安全、エコドライブに努め、効率的なルートの検討を重

ねます。

温水の使用期間が短く、節約に努め削減することができました。

次年度も、感染症予防、温水使用の節約に努めます。

車両をきれいに洗えるようにホースノズルを使用しやすいものに交換したた

め使用量が大幅に増加しました。

次年度は、洗車の仕方の指導や実践を心掛け、節水に努めます。

物品購入の際は環境ラベル付きのものや環境に配慮したものを購入しました。

次年度も、環境に配慮した物品の購入を行います。

受入量の増加により排出量も増加しました。

次年度も、排出事業者に分別の徹底を依頼し、中間処理施設での選別の徹底に努めます。

排出事業者に分別の徹底を依頼し、中間処理施設での選別の徹底により再生可能資源が増加し、目標達成となりまし

た。

次年度も、リサイクル率の向上に努めます。
昨年度と同量により、目標達成となりませんでした。しかし、ホワイトボードの電子化、社内書類の電子化によりペーパーレス

化を進め、資源の使用削減に取り組みました。

次年度も、ごみ分別の努力と資源の使用削減に努めます。

排出事業者による分別の努力や中間処理施設での選別の徹底により,同程度の回収量となりました。

次年度も、分別努力、選別の徹底、選別作業員の知識向上に努めます。

廃棄物回収時の異物混入により、分別のお願いをいたしました。

次年度も、分別徹底の指導、情報提供に努めます。
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今後（次年度）の取組

評価 内容 内容

① 消灯の徹底（終業時） ○ 徹底されている 継続実施

② 不要照明の消灯 ○ 実施された 継続実施

③ 換気扇の電源OFFの徹底(終業時) ○ 徹底されている 継続実施

④ 未使用設備の電源OFF ○ 徹底されている 継続実施

⑤ 高効率照明機器の導入検討(新規増設など) - 新規設置なし 継続実施

① 温度設定夏28℃　冬20℃ ○ 実施された 継続実施

② クールビズ、ウォームビズ ○ 実施された 継続実施

③ フィルター定期清掃 ○ 実施された 継続実施

④ 空調停止(夏・冬以外)　窓を開けて外気の取込 ○ 実施された 継続実施

⑤ 遮光対策 ○ 遮光ブラインドの設置済み 継続実施

① 太陽光発電導入 ○ 導入済み 継続実施

① エコドライブの推進 ○ 実施された 継続実施

② 日常・定期点検の実施 ○ 実施された 継続実施

③ 車両の清掃 ○ 実施された 継続実施

④ 省エネ車の導入検討 ○ 計画作成 継続実施

⑤ 排ガス対応車の導入検討 ○ 計画作成 継続実施

⑥ 効率的なルートでの収集 ○ 新規回収場所追加時に実施 継続実施

⑦ 積み残しの削減 △ 再度回収 継続実施

⑧ エリア別営業活動の見直し ○ 新規ルートの検討 継続実施

① 給湯機の温度適正化 〇 実施された 継続実施

② 給湯機の使用頻度 ○ 適正使用を心掛ける 継続実施

① コピー用紙の両面使用 ○ 裏紙使用 継続実施

② 封筒の再利用 ○ 実施された 継続実施

③ 電子マニフェストの導入 ○ 導入済み 継続実施

④ 社内書式の電子化の推進(ペーパーレス化） △ システム導入準備中 継続実施

⑤ 新規顧客の開拓 ○ 実施された 継続実施

① 廃棄物の分別とリサイクル ○ 実施された 継続実施

② 新規処分業者の開拓 ○ 実施された 継続実施

③ 作業ミスによる廃棄物の削減 ○ 実施された 継続実施

④ 選別場の分別BOX設置による作業の効率化 ○ 実施された 継続実施

① 排出事業者に分別徹底の依頼 ○ 実施された 継続実施

② 廃棄物選別の徹底 ○ 実施された 継続実施

③ 新規リサイクル先の開拓 ○ 実施された 継続実施

① 節水表示 ○ 表示OK 継続実施

② 節水弁の取り付け × 洗車場のホースノズルの交換 継続実施

③ 水漏れ点検 ○ 実施された 継続実施

④ 洗車の方法の指導と実践 - 従業員教育として確認 継続実施

① 有害性の少ない資材の購入 - 購入なし 継続実施

② 省エネ性能の高い電気製品の購入 〇 実施された 継続実施

③ 事務用品グリーン購入 〇 実施された 継続実施

④ 環境ラベル対応品の購入検討 〇 実施された 継続実施

① 受諾した産業廃棄物を適正処理 ○ 徹底されている 継続実施

② 優良産廃処理業者認定の取得 〇 2023年6月　取得 継続実施

　評価判定：○（良くできた）　　△（まあまあできた）　　×（できなかった）　　-（実施が見送られた）

物品購入

乗用車

・

トラック

・

他

事業所

収集運搬及

び中間処理

場

再生資源

上水

グリーン購入の推進

目的

環境経営の推進

環境経営計画の取組結果とその評価，及び次年度の環境経営計画

（運用期間：2022年8月～2023年7月）

評価
活動項目

ＬＰガス

二酸化炭素排出量

の削減

廃棄物排出量の

削減

受託廃棄物の

リサイクル率の向上

水使用量

項目

照明

空調

設備

９



・事務所・中間処理場　ＬＥＤ化

・中間処理場屋根に太陽光発電の設置

・ごみ分別ボックスの利用

・社内スケジュールのモニター表示による電子化の推進

・廃棄物回収報告の電子化

・エコドライブ評価付きのドライブレコーダーの導入

・環境に配慮した車両の購入

・環境ラベル対応品の購入

・本社周辺の清掃活動の様子

定期的に周辺道路の清掃をしています。

当 社 の 取 組 み
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１．環境関連法規の遵守状況

当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。 評価日　2023年10月30日

評価者　環境管理責任者　熊王紀夫

条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 担当部署 遵守評価

第6条の2第6項 市町のルールに従った分別と搬出及び業者委託 業者委託時は許可証確認（契約書作成が望ましい） 本社 ○

第12条第2項 廃棄物の悪臭・飛散・地下浸透防止 保管場所での環境被害防止 本社 ○

第12条第2項 産業廃棄物保管場所への掲示板の設置 掲示板設置（60ｃｍ×60ｃｍ以上の大きさ） 本社 ○

第12条第5項 産業廃棄物収集運搬業者並びに処分業者との委託契約 契約書の締結及び保存 本社 ○

第12条の3第1項 マニフェストの交付 Ａ票（委託時、電子マニは３日以内） 本社 ○

第12条の3第2､6

項
マニフェストの保管 Ａ票～Ｅ票：５年間 本社 ○

第12条の3第6項 マニフェストの期間内返却の確認 Ｂ２及びＤ票：９０日以内、Ｅ票：１８０日以内 本社 ○

第12条の3第7項 産業廃棄物管理票交付等状況報告 6月30日までに許可権者に報告（電子マニ分は猶予） 本社 ○

第12条の3第8項 産業廃棄物管理票の期間内未返却時の許可権者への報告 返却期間終了後30日以内に許可権者に報告 本社 〇

第12条第5項 委託者と収集運搬契約 契約書の締結及び保存 本社 ○

第12条の3第3項 委託者へのマニフェストの返却 Ｂ２票を業務終了から10日以内に返却 本社 ○

第12条の3第9項 委託者からのマニフェストの保管 Ｂ１票及びＣ２票を５年間保存 本社 ○

第14条第2項 収集運搬業許可の許可期限の確認 許可期限前に更新手続き 本社 ○

第14条第12項

（第12条第1項）
処理基準の遵守（廃棄物の悪臭・飛散防止等） 車両荷台にｼｰﾄで覆う等 本社 ○

第14条第12項

（第12条第1項）
収集運搬車両への表示 産業廃棄物収集運搬車・名称・統一番号を車両両側面へ表示 本社 ○

第14条第17項 帳簿の備え付け及び５年間の保存
業務年月日、排出者名、管理票番号、数量、運搬先等を記載

した帳簿
本社 ○

第14条の2第3項 変更届の提出 役員・車両等に変更があったとき（10日以内） 本社 ○

静岡県廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律施行細則 第22条 前年度における収集運搬実績の報告 6月30日までに知事に報告（電子マニ分も含む） 本社 〇

第12条第5項 委託者と処分契約 契約書の締結及び保存 本社 ○

第12条の3第4項 委託者へのマニフェストの返却 Ｃ２票、Ｄ票を処分終了から10日以内に返却 本社 ○

第12条の3第5項 委託者へのマニフェストの返却（Ｅ票） Ｅ票を最終処分終了確認日から10日以内に返却 本社 ○

第12条の3第10項 委託者からのマニフェストの保管 Ｃ１票を５年間保存 本社 ○

第12条の3第1項
２次マニフェストの交付（中間処分後廃棄物の持出があると

き）
Ａ票（委託時、電子マニは３日以内） 本社 ○

第12条の3第2､6

項

２次マニフェストの保管（中間処分後廃棄物の持出があると

き）
Ａ票～Ｅ票：５年間 本社 ○

第12条の3第6項
２次マニフェストの期間内返却の確認（中間処分後廃棄物の

持出があるとき）
Ｂ２及びＤ票：９０日以内、Ｅ票：１８０日以内 本社 ○

第12条の3第7項 産業廃棄物管理票交付等状況報告 6月30日までに許可権者に報告（電子マニ分は猶予） 本社 ○

第12条の3第8項 産業廃棄物管理票の期間内未返却時の許可権者への報告 返却期間終了後30日以内に許可権者に報告 本社 〇

第14条第7項 処分業許可の許可期限の確認 許可期限前に更新手続き 本社 ○

第14条第12項

（第12条第1項）
処理基準の遵守（騒音・粉じん・悪臭防止等） 処分施設からの環境影響防止 本社 ○

第14条第17項 帳簿の備え付け及び５年間の保存
業務年月日、排出者名、管理票番号、処分方法毎の数量、処

分後物の持出先毎の数量を記載した帳簿
本社 ○

第14条の2第3項 変更届の提出 役員・処理施設等に変更があったとき（10日以内） 本社 ○

静岡県産業廃棄物の適正な処理に関

する条例
第10条 ２次マニフェスト処分先実地確認の実施と記録保存

処分委託先の年１回の実地確認と記録作成５年間保存（委

託先が優良認定業者であるときは免除）
本社 ○

騒音規制法 第5条 規制基準値の遵守 圧縮梱包機・破砕機・減容機 本社 ○

振動規制法 第5条 規制基準値の遵守 圧縮梱包機・破砕機・減容機 本社 ○

第10条 浄化槽の保守点検及び清掃の実施 保守点検及び定期清掃の実施 中間処理場 ○

第5条 浄化槽の使用開始報告書の提出 使用開始から30日以内に県知事へ提出 本社 ○

家電リサイクル法（特定家庭用機器

再商品化法）
第6条

特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をする者等への適切な引

き渡し、料金の支払
指定家電廃棄時のサイクル料金の支払 本社 〇

第8条 使用済自動車の引渡義務 本社 〇

第73条 使用済自動車の引き取り業者への引き渡し リサイクル料金の支払（廃車時） 本社 〇

第55条 乗車又は積載の方法 設備された場所以外の乗車又は積載の禁止 本社 ○

第70条 安全運転の義務 危害を及ぼさないような速度と方法で運転 本社 ○

第74条 車両等の使用者の義務 交通法規の遵守 本社 ○

道路運送車両法 第47条の2 日常点検整備及び定期点検整備

・日常点検整備

・定期点検整備

（3か月点検整備 、6か月点検整備 、１年点検整備）

本社 ○

消防法 第17条の3の3 設備等設置維持計画による点検 機器点検・総合点検 本社 ○

第16条
冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象

自身での「簡易点検(３ヶ月に１回以上)」実施
企業・法人の管理者が確認 本社 ○

第41条 第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務
製品管理者のフロン類回収業者へのフロン類の引き渡し義務

（廃棄物にフロン類が含まれていた場合）
本社 〇

法律
リサイクル法（資源の有効な利用の促

進に関する法律）
第4条 指定再資源化製品のリサイクルへの協力（適正廃棄） パソコン、小型二次電池等の廃棄時 本社 〇

２．違反、訴訟等の有無

関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟も過去３年間ありませんでした。

環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果，並びに違反，訴訟などの有無

義務
法令

条例

浄化槽法

自動車リサイクル法（使用済自動車の

再資源化等に関する法律）

道路交通法

フロン排出抑制法（フロン類の使用の

合理化及び管理の適正化に関する法

律）

廃棄物処理法

（廃棄物の処理及び清掃に関する法

律）

廃棄物処理法

（廃棄物の処理及び清掃に関する法

律）

廃棄物処理法

法律・条例

１１



作成　 2023年10月30日

確認

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

6 □

7 □

8 □

有限会社熊王産業
代表取締役　  熊王紀夫

変更の

必要性

1 有 ・ 無

2 有 ・ 無

3 有 ・ 無

4 有 ・ 無

5 有 ・ 無

6 有 ・ 無

代表者による全体の評価と見直し・指示

2023年10月30日

：（必要に応じて評価・コメント記載）

１

・

見

直

し

関

連

情

報

その他（                                           ）

別紙にて報告

別紙にて報告

記録・文書として作成しました。

購入電力・ガソリン・水道使用量は未達

成

継続して取り組みます

記録に記載いたしました。

エコアクション21文書

環境経営目標及び目標達成状況

環境経営計画及び取り組み実施状況

２

・

代

表

者

に

よ

る

全

体

評

価

・

見

直

し

指

示

その他（外部への対応）

環境経営計画

環境に関する組織（実施体制含め）

その他のシステム要素

項    目

取引先、業界、関係行政機関、その他

の外部動向

未達成になった要因を把握し目標の立て

方を検討すること

未達成の目標については活動計画を見

直し手段を増やすこと

環境関連法規要求一覧及び遵守状況

外部コミュニケーション・対応記録

問題点の是正・予防措置の実施状況

特に問題ありませんでした。

「有」の場合の指示事項等

環境経営方針

　教育現場、新聞雑誌テレビ等の報道による社会のSDGｓへの関心の高まりにより、排出事業者も当社

従業員も環境への意識が高まっているように感じます。

今期は近距離の収集運搬案件が多く軽油使用量が減りました。また、環境に配慮した車両の入れ替えや

回収ルートの改善、エコドライブ評価付きドライブレコーダーの導入により、運転者の意識も高まり、燃費効

率も良くなり目標達成となりました。ガソリンについては、処分場内でのフォークリフトの使用や営業車の稼働

件数の増加により、使用量が増えました。しかし、基準年に比べ廃棄物の受入量が増加しましたが、混乱

なく分別作業は進み、新規顧客の開拓にもつながり、顧客の細かな要望にも対応することができました。

　

今後も効率的なルートの検討やエコドライブに努め、環境に配慮した企業であるように業務に取り組みたい

と思います。

見直し項目

環境経営目標

✔ 

✔ 

 
 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

 
 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 
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